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デジタルマーケティングによるインバウンド誘客プロモーション業務 

公募型プロポーザル 募集要項 

 

１ 目的 

ひょうご観光本部では、インバウンド誘客促進に向けた施策を展開している。 

本業務は、観光地及び宿泊地としての兵庫の魅力を、海外 Online Travel Agent

（以下、OTA という）とオウンドメディアを主軸としたデジタル媒体等を通じて発

信することで、兵庫県の認知拡大及び宿泊者数や本県へのリピーター等の増加を

目的とするものである。そのため業務履行にあたっては、戦略的かつ効果的に目

的達成に向けて、市場動向や各施策効果を把握し、設定ターゲットに有効な訴求

手法を用いて施策連動性の高い複合的なプロモーションを展開することが不可欠

である。 

ついては、ターゲット及び兵庫観光資源の需要特性を捉えた最適な手法を用い

て本業務を実施し、インバウンド需要拡大に伴う訪日観光客の着実な取り込みを

図る。 

 

２ プロポーザルの参加資格 

業務を委託するための企画提案プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）

に応募することができる者は、次のすべての要件を満たす者であること。 

（１）法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を

有すること。 

（２）提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受

ける必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。 

（３）業務の実施に当たり、当本部との打合せ等に適切に対応できること。 

（４）業務内容について守秘義務を順守できること。 

（５）次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定による該

当する一般競争入札の参加者の資格制限を受けている者 

イ  応募図書（６(1)に掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、

兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申し立てが行わ

れている者 

エ 兵庫県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している

者 

オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

カ 暴力団若しくは暴力団の統制の下にある団体等 

（６）複数のグループが構成して申請する場合は、次の事項に注意すること。 

ア 代表者を選出し、応募等委託者とのやり取りについては代表者が行うこと。 

イ 申請書の記名押印等については全ての構成者が行うこと。 
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ウ 申請については、１者につき１提案に限る。また、グループの構成者は他

のグループの構成者、または単独で申請を行うことはできない。 

  なお、代表者及びその構成者は上記の(1)～(5)のすべてを満たすこととす

る。 

 

３ 事業費 

  76,000千円（消費税及び地方消費税額を含む）を上限とする。 

※提案者の提示額は、提案に当たっての目安（上限）となる額であり、契約額は 

プロポーザル実施後に別途契約する委託契約書によるものとし、提案者が提

示した額とは必ずしも一致しない。 

 

４ 業務概要 

（１）業務名 

デジタルマーケティングによるインバウンド誘客プロモーション業務 

（２）業務内容・スケジュール 

  別紙仕様書のとおり 

（３）業務期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 企画提案説明会について 

  企画提案説明会は実施しない。 

 

６ 応募書類の提出 

  応募を希望する者は提出書類に必要事項を記入し、下記のとおり提出すること。 

※ 公募型プロポーザルに参加意思がある場合は、５月 19 日（火）までにメー

ルにより事務局まで連絡のこと。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書（様式任意）              １０部 

  ・提案内容、業務体制図、事業実績、事業者概要 を含むこと 

  ・A4サイズ 40枚以内または A3サイズ 20枚以内 

イ 見積書（様式任意（押印不要））           １０部 

  ・積算単価及び数量等を明記し「一式」という表記は極力避けること 

ウ 暴力団の排除に関する誓約書（別紙様式（押印不要）） １部 

※様式については、提出日時点において記載すること 

（２） 受付期間・受付時間 

令和８年５月 13 日（水）から６月１日（月）まで（土日祝を除く。）の午前

９時００分から午後５時００分までとする。 

（３） 提出先 

本文書末記の事務局に提出すること 

持参又は郵送により提出すること。また、電子メールにて電子データを提出

すること。なお、いずれも申請受付期間内必着とする。 
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７ 質疑応答 

（１）質疑応答については、次のとおり。 

ア 提出方法 

質問は質問書（様式任意）に記載し、受付は電子メールで送信するものに

限る。また、必ず受信を電話で確認すること｡なお、電話による質疑は一切受

け付けない。 

イ 受付期間・受付時間 

  令和８年５月 13 日（水）から５月 20 日（水）まで（土日祝を除く。）の午

前９時００分から午後５時００分までとする。 

ウ 提出先 

   本文書末記の事務局に提出すること。 

（２）（１）の質問書に対する回答書は、電子メールで送付する。なお、回答は参加

者全員に知らせる場合がある。 

 

８ 応募者が１者である場合の措置 

（１）応募者が１者であっても、審査を実施する。 

（２）応募者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明に関する書類の提出期限

を延長する。この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。 

 

９ 審査 

（１）審査の方法 

提出された書類を基に、本部を事務局とする審査委員会において内容を審査

し、委託先としてふさわしい者を受託先候補として選定する。なお、必要に応

じて、応募者に対して応募図書の内容の確認、追加書類の提出の依頼、ヒアリ

ング等を行うことがある。 

（２）審査基準 

ア 企画構成：   プロモーションの戦略設計、ターゲット国への効果的な

プロモーション、施策効果の分析手法、本県観光資源お

よび市場の理解度 等 

イ 事業の運営体制：情報収集、対象分野の専門性やノウハウ、事業の実現

性・計画性、業務執行体制、連携企業や観光事業者等

関係団体などとの協力関係の見込、類似業務の実績 等 

ウ その他：     その他業務を遂行するにあたっての効率的な創意工夫や

事業費用の妥当性 等 

（３）審査会の開催 

審査会は令和８年６月上旬頃に神戸市内において実施予定。提案事業者から

の企画提案内容のプレゼンテーションによる審査とし、詳細は別途応募者に通

知する。また、応募者多数の場合は事務局により５者程度に絞ったうえで実施

する。 
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（４）審査の結果の連絡  

審査の結果は、事務局から応募者全員に電子メールで速やかに通知するとと

もに当本部のホームページに公表する。 

（５）注意事項 

事業実施においては、提案内容をベースに実施することとするが、内容及び

時期については、協議のうえ変更する場合がある。 

 

10 その他 

（１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。 

（２）一度提出のあった書類については、原則として差し替えを認めない。 

（３）提出された提案書は、業務関係資料の保存のため、返却しない。また、不採

用となった提案者の企画は一切転用しない。 

（４）提案書の作成、提出及び選考に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（５）提案内容の著作権は提案者に帰属するが、受託者の選定のため、提出された

提案書の写しを委託者が作成し、使用することがある。 

（６）企画に際しては、業務委託先として採用されないこともある点に十分注意の

うえ、関係者とトラブルがないようにすること。 

（７）消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかに関

わらず、見積もった金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した額を

見積書に記載すること。 

（８）次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。 

  ア 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき。 

  イ 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

  ウ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

  エ 申請書に虚偽の内容が記載されているとき。 

  オ その他、審査委員会での協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認め

られるとき。 

（９）企画審査で最高位の評価を受けた者が、参加要件を満たしていない場合は、

契約締結ができないので注意すること（この場合、次順位の者と契約を締結す

る）。 

（１０）参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなっ

た者は、参加辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

11 契約締結とその後に関する事項 

（１）本部は、受託先候補として選定されたもの（以下「選定業務者」という。）

と業務委託契約を締結する。契約内容は提案内容を基本とするが、審査会の審

査を踏まえた協議を行った上で、提案内容の一部修正を求める場合がある。 

（２）選定業務者は、（１）の協議をした業務の内容を記載した業務計画書を本部

に提出すること。なお、業務の実施に当たっては、業務計画書、委託契約書及

び業務委託仕様書に従うこと。 
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（３）選定業務者が委託契約書に記載する条項に違反したときは、本部は、当該委

託契約の全部又は一部を解除し、委託料の支払を停止し、又は選定業務者に対

して支払った委託料の全部又は一部の返還を求めることがある。 

（４）選定業務者は、実績報告書の記載内容が確認できる書類（会計関係帳簿、労

働関係帳簿、業務日誌等）を業務終了後５年間保存すること。 

（５）選定業務者は、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する条

例等に従い、個人情報を適切に扱うこと。 

（６）選定業務者は、当該委託契約により受託した業務に関して知り得た秘密を、

第三者に開示・公表・配付しないこと。 

（７）本事業の委託対象経費については、その他国や県、市町、その他の団体にお

ける助成(補助・委託)事業の対象経費と重複しないよう注意すること。 

 

12 事務局 

  〒650-8567 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 

   公益社団法人ひょうご観光本部  担当：玉久保 

   TEL 078-361-7661 FAX 078-361-7662 

   E-mail tamakubo@hyogo-tourism.jp 

 


